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1

調達仕様書 13 3.2.(1)

(1)性能条件
以下、性能条件を満たすこと。（ベストエフォート型の回線を除く）
①過去のサービス稼働率が99.99％と等しいかそれ以上の実績を有するサービ
スであること。証明にあたっては、パンフレット等の第三者に開示された印
刷物や会社としての証明書を提出すること。

②24時間365日の通信帯域を確保しうること。また、帯域については他ユーザ
のトラフィックの影響を受けないこと。

性能条件は（ベストエフォート型の回線を除く）ではなく、（イン
ターネット回線を除く）に変更いただくことは可能でしょうか。

－ 〇 以下の通り修正します。

 (1)性能条件
　　以下、性能条件を満たすこと。
①過去のサービス稼働率が99.99％と等しいかそれ以上の
実績を有するサービスであること。証明にあたっては、
パンフレット等の第三者に開示された印刷物や会社とし
ての証明書を提出すること。（3.1.（1）②③インター
ネット回線を除く）

②24時間365日の通信帯域を確保しうること。また、帯域
については他ユーザのトラフィックの影響を受けないこ
と。（3.1.（1）③ベストエフォート型の回線を除く）

回答

「財務省理財局の情報システムに係る通信回線の提供等業務（次期）　調達仕様書（案）」に対する意見招請の結果について

項番
該当箇所 意見内容 修正

有無
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